
 

 

令和４年度第 17 回人事委員会 会議結果<概要> 

 

１ 日 時 

令和４年９月 15 日（木）午後２時 00 分～午後２時 20 分 

 

２ 場 所 

人事委員会 委員室（都庁第一本庁舎南塔 40 階） 

 

３ 出席者 

（委 員）青山委員長、山極委員、山﨑委員 

（事務局）初宿事務局長、新田見任用公平部長、谷試験部長、田中審査担当部長、田近

総務課長、鎌田任用給与課長 

 

４ 議 事 

＜議  案＞ 

第 3 4 号 議 案   「 職 員 に 関 す る 条 例 」 に 対 す る 人 事 委 員 会 の 意 見 聴 取

に つ い て  

第 3 5 号 議 案   東 京 都 規 則 等 の 一 部 改 正 に つ い て  

  



第34号議案 「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見聴取について 

 

標 記 議 案 に つ い て 、 事 務 局 か ら 、 下 記 Ⅰ 及 び Ⅱ に つ い て 、 東 京 都 議 会 議  

長 か ら 意 見 聴 取 の 照 会 が あ っ た 条 例 に つ い て 説 明 し 、 照 会 に 対 し て は 異

議 な し と し て 回 答 し た い 旨 、 説 明 し た 。  

 

Ⅰ  令 和 ４ 年 ９ 月 1 3 日 付 ４ 議 事 第 1 7 0 号 に よ る 照 会  

１  第 1 7 8 号 議 案  職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る  

条 例  

 

Ⅱ  令 和 ４ 年 ９ 月 1 3 日 付 ４ 議 事 第 1 7 1 号 に よ る 照 会  

１  第 1 7 4 号 議 案  職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

２  第 1 7 5 号 議 案  職 員 の 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

３  第 1 7 6 号 議 案  職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条  

例  

４  第 1 7 7 号 議 案  職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 の 一  

部 を 改 正 す る 条 例  

５  第 1 8 1 号 議 案  学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例  

の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

６  第 1 8 2 号 議 案  学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条  

例  

７  第 1 8 4 号 議 案  学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改  

正 す る 条 例  

 

審 議 の 結 果 、 委 員 全 員 の 賛 成 に よ り 、 原 案 の と お り 決 定 し た 。  

  



第35号議案 東京都規則等の一部改正について 

 

 標記議案について、事務局から、下記について、各任命権者から申請があった規則の改

正内容を説明し、申請のとおり承認したい旨、説明した。 

 

１ 職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

２ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

３ 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

４ 職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則 

５ 学校職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則 

６ 非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の一部を改正す 

る規則 

７ 都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則の一部を改正する規則 

８ 都立学校等に勤務する時間講師に関する規則の一部を改正する規則 

９ 職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

10 学校職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

委員より、東京都において育児参加休暇という名称が使用されているのはなぜかという

質疑があり、事務局から、元々国において同様の名称を使用していることを踏まえて導入

したためである旨、回答した。 

 

委員より、「参加」は、単に育児に加わることであり、「参画」は、育児をパートナーと

共同で行うといった意味があるので、「参画」を用いることが望ましい旨、意見があった。 

 

委員より、育児に対する参加について、概念や人々の感性の変化によって新たな言葉が

作られていくことが望ましいとの意見があった。 

 

審議の結果、委員全員の賛成により、原案のとおり決定した。 

 

次回開催日程について 

次回委員会は、令和４年９月 21 日（水）午後２時 00 分から開催することとした。 


